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１－１．組織の概要 
所在地 神奈川県横浜市 
 
役職員 役員：13名（Ｈ19.4.1現在。監事を除く。） 

職員：4,157名（Ｈ19.4.1現在。） 
 
資本金 9,164億円（Ｈ19.3.31現在。） 
 
沿 革 
Ｓ30.7.25 日本住宅公団設立 
Ｓ56.10.1 住宅・都市整備公団設立（宅地開発公団（Ｓ50.9.1設立）と統合） 
Ｈ11.10.1 都市基盤整備公団設立 
Ｈ16.7.1  独立行政法人都市再生機構設立（地域振興整備公団《地方都市開発整備

部門のみ》（Ｓ49.8.1設立）と統合） 
 

１－２．業務の概要 
（１） 都市再生事業 

都市再生のプロデューサーとして構想企画、諸条件整備等のコーディネー

ト業務やパートナーとしての事業参画を通じ、民間による都市再生を推進す

る。また、地方公共団体等との連携により全国都市再生の推進を図る。 

［都市再生の主な業務分野］ 

   ・産業構造の転換に伴う土地利用転換の促進 
   ・既成市街地における生活・交流・経済の拠点の形成 
   ・地方における中心市街地の活性化 
   ・都市の防災性の向上と密集市街地の改善 
   ・民間への敷地の整備供給による民間賃貸住宅供給の支援 
 
（２）賃貸住宅事業 

・都市基盤整備公団から承継した既存賃貸住宅ストック等の維持管理及び建

替え・リニューアル等による再生・活用を行う。 
 
（３）経過業務 

・新規に事業着手しないこととされたニュータウン整備事業等につい

て、業務の執行管理を確実に行い、計画的に事業を完了する。 
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１－３．独立行政法人都市再生機構・組織図

経 営 企 画 部 募 集 販 売 本 部
経営企画、経営管理 宅地販売、賃貸住宅募集、法人向け営業

総 務 人 事 部 都市住宅技術研究所
総務、人事、情報システム 都市再生・住宅に係る調査、研究

経 理 資 金 部 総 合 開 発 事 務 所
経理、財務 再開発、地方都市ニュータウン整備

業 務 企 画 部 都 市 開 発 事 務 所
業務企画、事業監理、全国まちづくり

　　
理 事 長 業 務 第 一 部

再開発、土地有効利用、中心市街地再生 東 日 本 支 社
副理事長

業 務 第 二 部 ・東日本エリア（東京都心、

理事長代理 賃貸住宅の供給支援、住宅市街地の整備・改善   千葉、神奈川、埼玉、

  茨城の各支社の業務区域を除く）

理 事 業 務 第 三 部
関連公共施設整備、都市公園

監 事
住 宅 経 営 部

監事付 賃貸住宅の経営・管理

ｶｽﾀﾏｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室
広報、お客さま対応、コンプライアンス 東 京 都 心 支 社

・東京23区（賃貸住宅管理は東日本支社）
営 業 推 進 室
営業企画、営業推進 千 葉 地 域 支 社

・千葉県
技術・コスト管理室
技術基準の総括、施工監理、コスト管理 神 奈 川 地 域 支 社

・神奈川県
ニュータウン業務部
大都市ニュータウン整備 埼 玉 地 域 支 社

・埼玉県
地 方 都 市 業 務 部
地方都市ニュータウン整備 茨 城 地 域 支 社

・茨城県（ニュータウン整備）
監 査 室
監査 中 部 支 社

・中部エリア

西 日 本 支 社
・近畿エリア、中国・四国エリア

九 州 支 社
・九州エリア、山口県

地方都市ニュータウン整備

-
 
２
 
-

（平成19年4月１日現在）



２－１．２－１．都市再生機構都市再生機構の改革の歩みの改革の歩みにについてついて

独 立 行 政 法 人独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構都 市 再 生 機 構

《整理合理化計画》（H13閣議決定）

→ ： 大都市・地方都市共に撤退。
（新規に事業着手しない。既存事業については中止・縮小を含めた事業見直しを行うとともに、早期に処分を図る。 ）

→賃 貸 住 宅 ： 新規供給は原則廃止し、民間賃貸住宅の供給を支援。

→鉄 道 ： 民間鉄道事業者への事業譲渡。

→国営公園内の有料施設 ： 新規事業の廃止。

昭和30年～ 日本住宅公団

＜大都市において住宅を大量供給＞

・賃貸住宅・分譲住宅（マンション）

昭和50年～ 宅地開発公団

＜大都市の周辺においてﾆｭｰﾀｳﾝ開発を
行い、宅地を大量供給＞

・千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ等の開発

・千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ鉄道の整備

平成11年～ 都市基盤整備公団

＜民でやれるものは民に＞

＜都市の外延的拡大の抑制＞

→分譲住宅（ﾏﾝｼｮﾝ）から撤退

（大都市）

（地方都市）

（大都市）

（大都市）

（大都市）

昭和56年～ 住宅・都市整備公団

＜住宅・宅地の大量供給に加え＞

・都市の再開発（MM21等）・公園整備業務等を
追加

昭和49年～ 地域振興整備公団

[地方都市整備部門]

＜大都市の人口・産業の地方分散＞

・いわきﾆｭｰﾀｳﾝ・長岡ﾆｭｰﾀｳﾝ等の開発

・地方都市の再開発

業 務 の 見 直 し

○ 既存賃貸住宅の管理（増築、改築を含む）、建替えの継続

都市再生に民間を誘導する業務 賃貸住宅の管理等の業務

○ 都市再生推進のため業務エリアを既成市街地 に限定

○ 自ら全てを行う『フルセット型』から、

民間投資を誘発する『バックアップ型』への転換

平成平成1616年年77月月11日設立日設立

ニ ュ ー タ ウ ン 開 発

-
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・販売方法等の工夫や商品価値のアップ
に努める。

・賃貸住宅管理コストの削減を図り、管
理業務の民間委託を引き続き実施する。

１．キャッシュフローの改善１．キャッシュフローの改善

２－２．都市再生機構の経営改善に向けた取組みについて２－２．都市再生機構の経営改善に向けた取組みについて

①販売収入・家賃収入等の確保①販売収入・家賃収入等の確保 ②事業コスト・管理コストの削減等②事業コスト・管理コストの削減等 ③不採算事業の見直し等③不採算事業の見直し等

・不採算事業について全ての事業分野
において徹底した見直しを行う。

２．バランスシートの改善２．バランスシートの改善

３．組織のリストラ３．組織のリストラ

・販売用不動産等の売却を促進して資産
規模を圧縮する。

・経過措置勘定を設置し、 財投資金の繰

上償還を実施する。
・期間を限って短期政府保証を活用する。

①保有資産の売却促進①保有資産の売却促進 ②財投資金の繰上償還②財投資金の繰上償還 ③資金調達の見直し③資金調達の見直し

・事業特性を踏まえた資金調達条件の見
直しや、短期借入金の活用等を図る。

・機構全体 Ｈ13 ： 5,000人⇒Ｈ21.3：4,000人
⇒Ｈ26.3：さらに５年間で概ね２割減
（特に、ニュータウン部門については、

Ｈ13： 1,500人⇒Ｈ26.3 ： 概ね1／4）

・特別手当の支給水準の引き下げ等に
より、現中期計画期間中に一般管理費
のさらなる削減を目指す。
〔▲１５％（中期計画）→▲２０％程度〕

①人員の削減①人員の削減 ②人件費・物件費の削減②人件費・物件費の削減

○第３期中期計画期間中を目処に、欠損金（機構発足時：７，３００億円）を解消。

-
４
-



１ 有利子負債の削減

◇ 平成18年度の取り組み実績

経営改善に向けた取組みを着実に実施。

特に、ニュータウン用地の供給・処分促進を初めとするバランスシートの改善については、経営改善計画を前倒しして達成。

経営改善に向けた取組みを着実に実施。

特に、ニュータウン用地の供給・処分促進を初めとするバランスシートの改善については、経営改善計画を前倒しして達成。

２－３．経営改善に向けた取組みの着実な実施２－３．経営改善に向けた取組みの着実な実施

平成１８年度の有利子負債は、昨年度と同様、宅地販売の努力等により、前期末対比で約７，６００億円削減
（機構設立時からは約１割、約１兆５，７００億円削減）

平成１８年度の有利子負債は、昨年度と同様、宅地販売の努力等により、前期末対比で約７，６００億円削減
（機構設立時からは約１割、約１兆５，７００億円削減）

Ｈ 1 6 .7 Ｈ 1 8 期 首 Ｈ 1 8 期 末

18兆

16兆

14兆

12兆

10兆

0兆
平１６．７ 平１７期末 平１８期末

16兆2,771億 15兆4,697億 14兆7,111億

2兆6,820億

12兆7,876億 12兆3,670億

2兆3,441億

経過勘定

都市勘定

機構設立時から
約１兆５，７００億円の減

-
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▲ 4,955

▲ 7,288

▲ 6,692

▲ 5,911

▲ 8,000

▲ 6,000

▲ 4,000

▲ 2,000

0

16/7 17/3 18/3 19/3 21/3 26/3 31/3
(億円)

経営改善計画

実績
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

２ 損益（繰越欠損金の解消）

◇既成市街地 （対計画+1,161億円）

・都市部での入札による土地譲渡実績が好調に推移し収益増

◇賃貸住宅 （対計画▲207億円）

・減損損失の計上

◇宅地造成等経過勘定 （対計画▲769億円）

・ニュータウンの整備計画の見直しによる販売用不動産の評価減

○年度計画からの差異発生の要因○平成18年度の損益

○損益の実績

平成１８年度の純利益は、年度計画（７７０億円）を上回る９５５億円。
この結果、平成１６年度から平成１８年度までの利益合計は約２，３００億円となり、中期計画の損益目標（１，９０９億円）を
２年前倒して達成するとともに、繰越欠損金（機構設立時の７，２８８億円）が、４，９５５億円にまで削減。

平成１８年度の純利益は、年度計画（７７０億円）を上回る９５５億円。
この結果、平成１６年度から平成１８年度までの利益合計は約２，３００億円となり、中期計画の損益目標（１，９０９億円）を
２年前倒して達成するとともに、繰越欠損金（機構設立時の７，２８８億円）が、４，９５５億円にまで削減。

○繰越欠損金の削減

中期計画（平16～20） 実績（平16～18）

1,909

（億円）

566
（平16）

781
（平17）

955
（平1８）

2,302

中期計画の損益目標を
超える利益を着実に計上

約７，３００億円
を３割削減

（単位：億円）

評価減・減損除き 評価減・減損

599 1,869 ▲315 1,554 +955

既 成 市 街 地 整 備 改 善 48 1,262 ▲52 1,209 +1,161

賃 貸 住 宅 551 606 ▲262 344 ▲207

171 580 ▲1,179 ▲598 ▲769

770 2,449 ▲1,494 955 +185

差　異
純 利 益

宅 地 造 成 等 経 過 勘 定

機 構 計

都 市 再 生 勘 定

勘 定 等 年度計画

-
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〔事業概要〕

○東京駅から3.5km圏、15haを超える大規模工場跡地の
土地利用転換を図り、臨海部の魅力的な複合市街地を形成
する

・事業手法 土地区画整理事業

・施行者 機構

・施行面積 約23.6ha

・事業期間 平成15年度～平成19年度

・総事業費 約100億円

多様な機能を持つ

複合市街地の実現

工場跡地の土地利用転換のためのコーディネート
（計画・構想段階）

Ｈ12 ～ Ｈ15

公共団体・地権者のコーディネーターとして参画

○土地利用計画、事業計画の策定

○事業手法の検討

○公共団体及び地権者の意向の調整 など

公共団体は財源難のため、自らの公共施設整備が困難
権利者にもノウハウが無い

公共団体・地権者から公平性・中立性を有する機構への事業要請

公共団体・地権者が、公平性、中立性を有する機構に
要請

Ｈ15.11施行認可 ⇒ Ｈ19.7換地処分

○公共施設の一体的な整備

・道路・・・地区幹線道路、交通広場の整備

・公園・・・既存の公園を海側に移設し整備

・防潮護岸・・・防潮堤と護岸を一体として整備(港湾局へ委託)

○敷地整備

商業施設・業務施設・住宅の用途に適した敷地を整備

機構施行の土地区画整理事業（基盤整備段階）

大規模な土地利用転換で、港湾用地、民有地の整序や大規
模な公共施設整備を伴うため、民間では実施困難

《従 前》 《従 後》

○基盤整備後の施設建設は、比較的短期で資金回収が可能であり、機構と
民間との役割分担により、施設・住宅の建設は民間事業者が実施

・商業施設・・・アーバンドックららぽーと豊洲（H18.10開業）

・分譲住宅・・・パークシティ豊洲（H20.3入居予定）

民間事業者による施設建築

豊 洲 二 丁 目 土 地 区 画 整 理 事 業 の 流 れ

３．都市再生事業の例３．都市再生事業の例 ①①

-
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〔事業概要〕

○大隅地方拠点都市地域の都市核の形成

○商業基盤の低下が顕著である中心市街地の活性化

・地区名称 リナシティかのや

・所在地 鹿児島県鹿屋市北田町・大手町

・事業手法 第一種市街地再開発事業（機構施行）

・地区面積 約1.7ha

・権利者数 147人

・事業期間 平成13年4月 ～ 平成19年3月

・事 業 費 101億円

・延床面積 約16,000㎡（公益施設、商業・業務、駐車場等）

地方都市の複合交流拠点の形成
《従 前》

《従 後》

北田大手町地区市街地再開発事業の流れ

特定建築者制度の活用（公募によって決定した民間事業者が、機構に代
わって自らの資金で施設建築物を建設し、保留床を取得）

H16 事業計画認可 施行者として事業を推進、権利変換計画の作成

H17 権利変換認可

・権利者への補償 ・既存建物の除却・整地工事

・公共施設整備工事･･･幹線道路の整備

H13 都市計画決定

鹿児島県及び鹿屋市からの事業施行要請を受け、施行予定者として事業を
推進、施行規定・事業計画の作成

多数（147名）の権利者との調整

多数の地権者調整、公共施設整備等、再開発施行者としてのノ
ウハウを要し、民間では実施困難

施設建築物の整備と保留床処分に民間事業者を活用

H17 工事着工 H19 竣工

法定再開発事業段階

地元の再開発準備組合が発足（H7)したが、事業が進展せず、地方都市に
おいて不足している再開発のノウハウを期待され、鹿児島県及び鹿屋市か
らコーディネートの要請

再開発事業のコーディネートを開始（H11）

公共団体、地権者が、公共性、中立性、ノウハウを有する機構に
事業協力を要請

計画・構想段階

・身の丈にあった再開発の事業フレームの構築
（法定容積率400%に対し137%、処分見込みがある床のみ整備）

・中心市街地の賑わい機能を水辺プラザ事業等国や市の関連事業と一体
的に計画

３．都市再生事業の例３．都市再生事業の例 ②②
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三 軒 茶 屋 地 区 事 業 の 流 れ三 軒 茶 屋 地 区 事 業 の 流 れ

〔事業概要〕

○密集市街地において土地の取得を行い、道路や広場の整備による周辺市街
地も含め防災性の向上に寄与する街区を形成するとともに、都市計画道路の
拡幅整備・不燃化による延焼遮断帯を形成し、密集市街地の安全性を向上。

・事業手法 住宅市街地総合整備事業

（密集住宅市街地整備型）

・事業面積 約3ha
・事業期間 平成８年３月～平成19年３月
・権利者数 １８９人

計画構想段階（密集市街地の改善に資する計画の作成）

・民間分譲住宅・・・１０９戸（H12.12入居）
・生活支援施設・・・高齢者支援施設、子育て支援施設、医療施設、店舗（H14.3
供用開始）の民間運営

H12.3～H14.8
○拠点地区における基盤整備等

・道 路・・・主要生活道路、敷地内通路等の整備（機構施行）

・防災広場・・・一時避難広場の整備（機構施行）

・敷地整備・・・民間分譲住宅用地等の整備（機構施行）

・道路整備のための移転用代替地の整備（機構施行）

・住宅整備・・・機構賃貸住宅（523戸）の建設（当時は建設可）
H13.3～H19.3
○都市計画道路補助209号線の整備（権利者数189人）
・従前幅員6mを16mに拡幅、延長約630mの整備（機構施行）

基盤整備等の実施

H8～H9
三軒茶屋地区基本構想策定委員会の設置

（メンバー：東京都、世田谷区、都市機構）

○地域の密集市街地の課題の整理・検討

○一時避難広場、主要生活道路、敷地内の通り抜け通路の確保等による
市街地全体の防災性能の向上

○都市計画道路の整備や移転者用代替地の確保

○立地やﾗｲﾌｽﾀｲﾙに応じた住宅供給及び民間事業者との役割分担

H10～H11
まちづくり協議会との地域の課題等に関する意見交換

周辺市街地の防災性の向上に資する計画づくりや輻輳した権利関
係の調整が伴うなど、民間では実施が困難な計画の調整について、
世田谷区が機構に要請。

権利者調整（189人）を含む道路等の公共施設整備、防災広場の整
備、代替地の整備等は民間では実施困難。

〔民間事業者による住宅建設等〕

■防災広場の整備

■密集市街地の区域

■拠点地区
■都市計画道路補助209号線の整備

○機構と民間との役割分担により、分譲住宅の建設、生活利便施設等の運
営を民間事業者が実施。
○機構賃貸住宅を、道路整備に伴う移転用住宅として活用

３．都市再生事業の例３．都市再生事業の例 ③③
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ＵＲ賃貸住宅ストックは、昭和30年代以降の経済成長、大都市への人口集中を背景として、時々
の社会経済情勢や住宅・都市政策を反映して団地の規模や立地条件、住宅の規模や設備水準等
が極めて多岐にわたっており、老朽化しているものも少なくない

■管理開始年代別ストックの

特徴

■管理開始年代別管理戸数

（平成19年3月末現在）

ストック全体 S30年代 S40年代 S60～H6年度 H7年度～

管理戸数 768,608戸 78,606戸 323,247戸 81,357戸 128,125戸

団地数 1,806団地 212団地 384団地 426団地 437団地

426戸/団地 390戸/団地 875戸/団地 199戸/団地 260戸/団地

立地

52.7㎡/戸 65.8㎡/戸
（前半） （後半）

家賃 68,200円 43,300円 49,700円 97,800円 115,900円

70.6㎡/戸 70.2㎡/戸56.8㎡/戸

347団地

住宅供給の背景

64,600円

39.4㎡/戸 45.5㎡/戸54.0㎡/戸住戸規模

157,273戸

437戸/団地

S50年代

団地規模 団地規模大・
大量供給

郊外化が進む

住戸規模狭小（低設備水準） 住戸規模改善

住宅不足の
解消

人口の大都市
集中による
住宅不足の解消

居住水準の向上

都心回帰

都市居住の
推進

79千戸

323千戸

69千戸 67千戸

91千戸

61千戸
157千戸

12千戸

0千戸

50千戸

100千戸

150千戸

200千戸

250千戸

300千戸

350千戸

昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年～平成6年 平成7年～

ストック全体　769千戸

建替による
用途廃止戸数

　前半　　　　　後半
109千戸　　　49千戸

建替による
新規供給戸数

４－１．ＵＲ賃貸住宅ストックの現状４－１．ＵＲ賃貸住宅ストックの現状
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■平成17年度定期調査

世帯主年齢６５歳以上の割合が約３割となり、入居者の高齢化が進んでいる。

■平均世帯主年齢の推移

30才

35才

40才

45才

50才

55才

60才

S40

調査

S45

調査

S50

調査

S55

調査

S60

調査

H2

調査

H7

調査

H12

調査

H17

調査

全世帯〔家計調査〕

機構賃貸住宅居住者

■平均世帯収入の推移

0万円

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

600万円

700万円

800万円

S40

調査

S45

調査

S50

調査

S55

調査

S60

調査

H2

調査

H7

調査

H12

調査

H17

調査

全世帯〔家計調査〕

機構賃貸住宅居住者

418万円世帯主

39.5%共稼ぎ世帯率

11年8ヶ月居住年数（平均）

33.2%
＜11.3%＞

高齢者（65歳以上）がいる世帯
＜うち高齢単身者＞

505万円世帯全体
年収（平均）

2.2人居住人数（平均）

54.3才世帯主年齢（平均）

6.5

4.8

17.9

17.6

18.3

15.3

36.1

32.9

21.3

20.0 9.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H12定調

H17定調

30歳代以下 30歳代 40歳代 50～64歳 65～74歳 75歳以上

■世帯主年齢（年齢別分布）

■ 居住者の高齢化と収入低下
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ＵＲ賃貸住宅ストックについて、ストック再編を円滑に進めつつ、入居者の居住の安定を確保するため、建替え・改善に伴う低
所得者の家賃負担の増加を抑制するとともに、団地内に福祉施設等を誘致する。また、これに伴い生ずる敷地を福祉施設等に
賃貸するなど急速な高齢化に対応。

賃貸住宅ストックの再編

高度成長期に郊外に大規模団
地を供給

住宅セーフティネット

建替住宅

リニューアル住宅

既存賃貸住宅の改善

・間取り改善
・バリアフリー化

■バリアフリー改修実施後

【地域における福祉拠点整備】

・建替え等に伴い発生する敷地に
おけるグループホーム等の誘致

■高齢者居住施設

中層EVの設置

道路公園等の
屋外整備

【建替え】

・建替えによるストックの集約化
・保育所・デイサービスセンター等
の併設

■建替住宅

福祉施設等の誘致

建替えや改善に伴う
家賃負担の
増加の抑制

リニューアル

建替

廃止

整備敷地の有効活用

・高齢者福祉施設
・生活利便施設
・民間分譲住宅 等

４－２．ＵＲ賃貸住宅ストックの有効活用４－２．ＵＲ賃貸住宅ストックの有効活用
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５－１．ニュータウン事業の供給・処分状況について５－１．ニュータウン事業の供給・処分状況について

H２５年度末までに工事を完了させ、 H３０年度末ま
でにニュータウン用地を全て供給・処分。

H１５年度末時点の完成宅地ベースで５，７００haの
ニュータウン用地を、 H25年度末までに ５，２００

ha供給・処分（中期計画期間中の目標は２，０００ｈａ
以上の供給・処分）。

H２５年度末までに工事を完了させ、 H３０年度末ま
でにニュータウン用地を全て供給・処分。

H１５年度末時点の完成宅地ベースで５，７００haの
ニュータウン用地を、 H25年度末までに ５，２００

ha供給・処分（中期計画期間中の目標は２，０００ｈａ
以上の供給・処分）。

目 標目 標

H１７年度は、計画５００haを上回る８２０haを供給・処
分。

H１８年度は、約５４０haを供給・処分。

H１９年度は、約５００haの供給・処分を実施予定。
中期計画期間中２，０００haについては、計画より
１年前倒して（ H１９年度までに）達成の見込み。

H１７年度は、計画５００haを上回る８２０haを供給・処
分。

H１８年度は、約５４０haを供給・処分。

H１９年度は、約５００haの供給・処分を実施予定。
中期計画期間中２，０００haについては、計画より
１年前倒して（ H１９年度までに）達成の見込み。

進 捗 状 況進 捗 状 況

5,700ha5,700ha 44,,1100ha00ha 3,3,6600ha00ha 3,3,1100ha00ha 500ha500ha
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５－２．ニュータウン５－２．ニュータウン用地用地の処理方針の処理方針

ＡＢ区分

Ｃ区分Ｃ区分

Ａ
Ｂ
区
分

Ｃ区分Ｃ区分

Ｃ 区分 Ｄ 区分

・機構移行後１０年で供給できる見込み

の用地を厳選して完成宅地化

・幹線道路等のインフラ整備は実施

・機構取得地は一定規模で集約化し、細

街路の整備等については需要動向を勘

案して、弾力的に実施

・機構取得地を大規模集約化し山
林・田畑等の現況のまま処分

（幹線街路等のみ整備）

見直し前

土地利用計画

見直し後

土地利用計画

・事業を中止又は区域縮小した地区

においては、素地（現況のまま処

分）

需要に応じて

宅地整備を実施

完成宅地化

（機構取得地の活用）

八王子川口地区

自然環境を保全、配慮した産業拠点として整備
予定（八王子市住宅・都市整備公社）
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１ 関係会社設立の経緯１ 関係会社設立の経緯

２ 機構設立までの抜本的改革２ 機構設立までの抜本的改革

○業務を「民間にできることは民間に委ねる」とし、機構自ら行うべき業務の代行・補完機能に重点化

○類似の会社の統合等を実施

○出資目的を達成した会社の株式売却による自立化を実施

（1） 改革の基本的な考え方

○関係会社に委ねることにより、公団が自ら行うよりも業務運営の効率化等が図れるとの観点
から設立
・ニュータウン開発の初期段階等において、整備が必要な生活利便施設の建設・管理
・権利者調整等のため、公団の継続的な関与を要する再開発施設の管理
・賃貸住宅居住者の利便に供する施設の建設・経営や居住環境の維持改善
・公団業務の支援等のため必要な区画整理事業に係る計画・補償や再開発事業に係る権利
調整 等

６．独立行政法人都市再生機構の関係法人について６．独立行政法人都市再生機構の関係法人について
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３ 透明性の確保等

○透明性の確保
・民間企業と同様の連結決算を実施し、連結財務諸表を公表

○外部評価の実施
・独立行政法人評価委員会が、関係会社を含めた業務実績等について、外部評価を実施

・地方公共団体など他の株主の同意を得つつ、関係会社58社（平成13年度末）を、28社（平成18年
度末）まで再編整理

・ 民間と競合する大・中規模補修工事から撤退完了（平成１５年度）
・ 実施設計、測量業務など民間に委ね得る業務からは撤退（機構発足時から）
・ 関係会社は機構の競争入札には不参加（機構発足時から）

企画判断事務を伴う機構の代行・補完業務に限定し、随意契約を適用

○一般の民間企業が実施可能な業務からの撤退

○ 会社数の大幅な削減 半減

(2) 改革の具体的内容

-
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事業地区の再開発施設、利便施設
等を管理・運営する会社

鉄道、熱供給等の都市施設を運営
する会社

26社

58社（平成13年度末）

賃貸住宅管理会社

区画整理事業に係る計画・補償や
再開発事業に係る権利調整などを
行う会社

13社

大量の賃貸住宅管理において、安全・安心に
関わる居住者サービスの提供や居住環境の
維持向上等の業務を行う会社

居住者サービス会社

民間の進出が期待できない再開発施設や
利便施設の管理・運営等を行う会社

地区サービス会社

機構業務の効率的な推進のため、本来機
構職員が実施すべき業務を代行・補完する
会社

業務代行会社

28社（平成18年度末）

地域公団開発地区の利便施設を
管理・運営する会社

4社

・大・中規模補修工事等から撤退

・出資目的を達成し、条件整備
の整ったものは順次自立化

・実施設計など民間に委ね得る
業務からは撤退

横断的、圏域別等に統合

5社

8社

15社

15社

＜関係会社の再編整理の内容＞
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閣議決定等

具体の取組み 　

関係会社改革への取組み

（H16.7～　）　

都市基盤整備公団 （独）都市再生機構住宅・都市整備公団
（H11.10～H16.6）（Ｓ56.10～H11.9）

　特殊法人の整理合理化について
　　　　　　　　（H7.2閣議決定）
・公団との業務分担を整理、
　公団補完業務に重点化
・大規模修繕工事から段階的撤退
・経営安定、出資目的を達成したもの
　は、公共団体等の同意を得て、保有
　株式を売却し、自立化

（独）都市再生機構法案に対する附帯決議
　　　　　（H15.5衆、H15.6参）
・子会社・関連会社等の整理合理化
・随意契約の適用の厳格化、
　民間事業者の業務機会の拡大
・財務内容等の情報公開の推進

○一般の民間企業が実施可能な業務からの撤退
　　　　　　　　　　　　　（機構設立時～）
　民間に委ね得る業務からは撤退
　機構の競争入札には不参加

特殊法人等整理合理化計画
　　　　　（H13.12閣議決定）
・賃貸住宅管理の民間委託範囲の拡大

○関係会社の再編整理
　　　　　　　　　　⇒　H13年度末　58社　→　Ｈ18年度末現在　2８社

○窓口案内等業務の民間開放（Ｈ14～）
　　　　　　　　　　　　約1000団地の公募をＨ20年度までに実施予定

○植栽剪定工事を段階的に民間開放（Ｈ11～）
　　　　　　　　　　　　　　　   ⇒　900団地で実施（Ｈ17年度末実績）

○大規模修繕工事(5,000万円以上の競争入札工事)からの撤退（Ｈ７～）
　　　 　　⇒ＪＳの受注額シェア　Ｈ5：７０％（１３９億円）→Ｈ15撤退完了

○中規模修繕工事(200万円以上5,000万円未満の競争入札工事)からの撤退
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ10～）
　　　⇒ＪＳの受注額シェア　Ｈ10：２９％（８４億円）→Ｈ15撤退完了
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